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Ⅱ 「 建物附属設備」 の取り扱いの変更
２ ． 固定資産管理（ 減価償却システム） での対応

(1)「 関連する建物」 の指定

【 固定資産管理(減価償却システム)】

①「 建物」 と 「 建物附属設備」 を合わせたデータが、 財産
目録の建物の内訳に複写されます。

②「 取得年度」 は建物の取得年度となり ます。

建物附属設備

「 建物附属設備」 について、 それ
が属する「 建物」 を指定します
（ 建物の改築部分も同様） 。

※区分（ 「 基本財産」 「 その他固定資産」 の
別） を超えて指定することはできません。

建物

「 建物」 の取得年度

「 建物」 ＋「 建物附属設備」

【 会計システムの財産目録】
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